
1/4 

商品内容説明書  

京都銀行カードローン＜ダイレクト＞ 

〈ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社保証〉               （2024年 9月 30日現在） 

ご利用いただける方 

○次の条件をすべて満たされる個人のお客さまで、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）の保証を受けられる方 

（１）お申込時の年齢が満 20歳以上、満 70歳未満の方 

   ※京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県・愛知県にお住まいの方に限らせていただきます（お申込時点）。 

   ※外国人の方は「永住者」または「特別永住者」に限らせていただきます（お申込時点）。 

（２）安定かつ継続した収入のある方 

   パート・アルバイトの方など、収入があれば、どなたでもお申込可能 

（ご本人に収入がない方、年金収入のみの方および学生の方はご利用いただけません。） 

（３）現在、当行で他のカードローンのご契約がない方 

※現在ご契約中のカードローンをご解約される場合はお申込みいただけます。 

お借入資金の使途 〇原則自由。ただし、事業性資金は対象外となります。 

お借入限度額 

○10万円以上 1,000万円以内（10万円単位） 

○パート・アルバイト、派遣・契約社員の方は、100万円を上限とさせていただきます。 

○50万円超のお申込みの場合、収入証明書のご提出が必要となります。 

お借入限度額 

の増額・減額 

○本カードローンのご返済実績やお取引内容等、当行所定の基準を満たす方につきましては、お借入限度額を増額させてい

ただきます。 

○また、当行所定の基準により、お借入限度額を減額させていただく場合がございます。 

お取引期限 

○初年度は契約日の 1 年後以降最初に到来するお客さまの誕生日の属する月の月末日までとし、以後は 1 年ごとの更新とい

たします。（ただし、満 70歳を超えての更新はいたしません。） 

○1年ごとの更新時には当行所定の審査がございます。 審査の結果、お取引期限を更新できない場合がございます。 

お借入利率 

○本カードローンのお借入利率は、お借入限度額に応じて下表の利率を適用いたします。（固定金利制） 

       

お借入限度額 お借入利率 

 

100万円以下 年 14.5％ 

100万円超 200万円以下 年 12.5％ 

200万円超 300万円以下 年 10.0％ 

300万円超 400万円以下 年 8.0％ 

 400万円超 500万円以下 年 7.0％ 

 500万円超 600万円以下 年 6.0％  

 600万円超 700万円以下 年 5.0％  

 700万円超 800万円以下 年 4.0％  

 800万円超 900万円以下 年 3.0％  

 900万円超 1,000万円以下 年 1.9％  

○本カードローンのご返済を遅延された場合には、ご返済いただくべき元本金額に対し年 14.5％（年 365日の日割り計算）

の割合で計算した損害金をお支払いただきます。 

お借入方法 

○「キャッシュカードによるお借入」と「自動融資」の 2種類の方法があります。 

＜キャッシュカードによるお借入＞ 

・ご返済用預金口座のキャッシュカードにより、当行のＡＴＭおよび提携金融機関のＡＴＭからお借入いただけます。 

 ただし、ＡＴＭ機種やＡＴＭ操作により、ご融資方法が異なりますので、ご注意ください。 

・なお、ＡＴＭでのお支払い限度額は 1日あたり 50万円、1か月累積で 200万円となっています。 

※詳しくは、後記＜ご利用上の注意事項＞１.をご確認ください。 

＜自動融資＞ 

・公共料金等の口座振替請求により、ご返済用預金口座の普通預金残高（総合口座貸越可能額を含みます。）が不足する

場合は、お借入限度額の範囲内でその不足額を自動的にご融資いたします。（当行からのお借入のご返済に際し、残高

が不足する場合には、自動融資はいたしません。） 

・自動融資発生日の当日中
．．．

にご返済用預金口座へのご入金があった場合は、当日の自動融資額の範囲内で自動的に本カ

ードローンのご返済に充当いたします。 

※詳しくは、後記＜ご利用上の注意事項＞２．３．をご確認ください。 

初回お振込サービス 
ご契約時に、ご指定の金額（お借入金）をご返済用預金口座にご入金するサービスです。ご利用の場合は、正式審査のお申

込みの際に金額をご指定ください。※初回のみのお取り扱いです。条件によりご利用いただけないケースがございます。 
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ご返済方法 

○「約定返済」と「任意返済」の 2種類の方法があります。 

＜約定返済＞ 

・毎月 5日（銀行休業日の場合は翌営業日）を約定返済日とし、約定返済日にご返済用預金口座から自動引落しいたします。 

・前月約定返済日にお借入残高がある場合は、当月約定返済日の前日時点におけるお借入残高に応じて、次のとおり

ご返済いただきます。 

※前月約定返済日のお借入残高が 0円で、その後、当月約定返済日の前日までにお借入された場合は、 

その期間中のお利息のみをご返済いただきます。 

 

※当月約定返済日の前日時点におけるお借入残高
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に応じて、ご返済金額が変わりますので、ご注意ください。 

 

※ご返済金額は、お利息・お借入元金の順でご返済に充当いたします。ご利用状況により、お利息額が上記ご返済金額を上回る場

合は、お利息額全額をご返済金額としてお支払いただきます。 

※なお、お借入残高につきましては、当行ＡＴＭにご返済用預金口座のキャッシュカードを挿入し、「キャッシュカード一体型カー

ドローン」キーを押下の上「残高照会取引」キーにてご確認いただけます。 

＜任意返済＞ （約定返済以外のご返済を希望される場合） 

・毎月の約定返済以外に随時にご希望の金額をご返済いただくことができます。 この場合、当行のＡＴＭにご返済用預

金口座のキャッシュカードを挿入し、「キャッシュカード一体型カードローン」キーを押下の上、「任意返済」キーか

らお手続きください。 

※詳しくは、後記＜ご利用上の注意事項＞４．をご確認ください。 

当月約定返済日の前日時点 

におけるお借入残高 

毎月のご返済金額 

（元利金合計） 

 当月約定返済日の前日時点 

におけるお借入残高 

毎月のご返済金額 

（元利金合計） 

0円 期間中のお利息額  100万円超 200万円以下 30,000円 

2千円未満 全額（最大2,000円）  200万円超 300万円以下 40,000円 

2千円以上 10万円以下 2,000円  300万円超 400万円以下 50,000円 

10万円超 20万円以下 4,000円  400万円超 500万円以下 60,000円 

20万円超 30万円以下 6,000円  500万円超 600万円以下 70,000円 

30万円超 40万円以下 8,000円  600万円超 700万円以下 80,000円 

40万円超 50万円以下 10,000円  700万円超 800万円以下 90,000円 

50万円超 100万円以下 20,000円  800万円超 1,000万円以下 100,000円 

お利息の計算 

○〔前月約定返済日から当月約定返済日の前日までの毎日の最終お借入残高の合計額〕×お借入利率÷365 日で計算した

金額を約定返済日にお支払いいただきます。 

 ※付利単位は 100円とし、1年を 365日として日割計算いたします。 

保証人・担保 
○ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社の保証をご利用いただきますので、保証人・担保ともに不要です。 

○保証料は当行が負担します。 

ご用意 

いただく書類等 

○運転免許証（運転免許証をお持ちでない場合は、マイナンバーカード等） 

○源泉徴収票等（お借入限度額「50万円超」のお申込みの場合） 

○外国人の方は、在留資格が記載された住民票の写し 

○その他当行がお願いする書類 

その他 

○本カードローンのご返済が遅延されている場合には、ご返済いただくまで追加のお借入はできません。 

○本カードローンをご利用のお客さまには、年 2回ご利用明細をお送りします。（2月末・8月末を作成基準とします。） 

＜ご利用明細の郵送を希望されない方＞ 

京銀アプリに利用登録の上、京銀アプリトップ「喪失再発行等各種お手続き」⇒「各種お手続きのお申込み」より「【京都銀 

行カードロ－ン＜ダイレクト＞専用】ご利用明細書郵送停止（再開）届」にてお申込みください。 

※郵送の再開も可能です。 

【適用時期】 

2月 25日までのお申込み ⇒同年 2月末作成基準のご利用明細書より「郵送停止（再開）」 

8月 25日までのお申込み ⇒同年 8月末作成基準のご利用明細書より「郵送停止（再開）」 

○当行または保証会社が債権保全上必要と認めた場合、本カードローンのご利用を中止させていただくことがございます。 

○本カードローンのご利用にあたっては、毎月のご返済を考えた計画的なお借入をおすすめします。 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先：全国銀行協会相談室 

 電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

※計画的な返済プランを立てて、借りすぎにご注意ください。 

※お借入利率については当行ホームページをご覧いただくか、窓口へお問い合わせください。 

※ ローンのご契約に際しては当行所定の審査がございます。審査の結果によりご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 
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＜ご利用上の注意事項＞ 

 

１．キャッシュカードによるお借入方法について 

○ ご返済用預金口座のキャッシュカードにより、当行ＡＴＭおよび提携金融機関のＡＴＭからお借入いただけます。 

○ ただし、ＡＴＭ機種やＡＴＭ操作により、次のとおり、ご融資方法が異なりますので、ご注意ください。 

 ＡＴＭ機種 

ＡＴＭ操作 

当行のＡＴＭ 提携金融機関 

のＡＴＭ 本カードローン対応機 本カードローン未対応機 

「お借入れ」キーを 

ご選択された場合 

（※１） 

本カードローン口座から直接 

ご融資いたします。 

× 

（お取扱いできません） 

× 

（お取扱いできません） 

「お引出し」キーを 

ご選択された場合 

（※２） 

ご返済用預金口座の普通預金残高（＊）を超えるお引出しをされた場合には、その不足額を 

本カードローン口座から自動的にご融資いたします。 

（＊）ご返済用預金口座に総合口座取引がある場合には、その総合口座貸越の利用限度額を含みます。 

以下、総合口座貸越の利用限度額を含み、普通預金残高といいます。 
 

（※１）「お借入れ」キーをご選択された場合のご融資方法 

 ご返済用預金口座の普通預金残高がある場合でも、ＡＴＭで入力されたお引出し金額すべてを、カードローン

口座から直接ご融資いたします。（ただし、お借入限度額を超えてのご融資はできません） 

 

 

 

 「お借入キー」によるお取引は、当行の本カードローン対応機に限り、お取扱いしております。 

本カードローン未対応機および提携金融機関のＡＴＭではお取扱いできません。 

 操作方法：「キャッシュカード一体型カードローン」キーを押下のうえ、「お借入れ」キーをご選択ください。 

 

（※２）「お引出し」キーをご選択された場合のご融資方法 

 「① 普通預金残高 → ② 総合口座貸越の利用限度額 → ③ 本カードローン貸越」の順序でお支払いたします。 

 

 

 

 

 普通預金残高を超えて本カードローンの貸越が発生した場合、当行の本カードローン対応機については、 

ＡＴＭ画面上およびＡＴＭ利用明細に「自動融資額」が表示されますが、本カードローン未対応機および 

提携金融機関のＡＴＭについては、「自動融資額」が表示されませんので、ご注意ください。 

 

２．自動融資機能について 

○ ＡＴＭでご返済用預金口座の普通預金残高を超えるお引出しをされた場合や公共料金等の口座振替により普通預金残

高が不足する場合、お借入限度額の範囲内でその不足額を自動的にご融資いたします。 

○ ただし、自動融資発生日の当日中
．．．

に、ご返済用預金口座（普通預金口座）への入金があった場合は、当日の自動融資

額の範囲内で自動的に本カードローンのご返済に充当いたします。 

  （※）この取扱いは、自動融資発生日の当日中の入金に限ります。 

○ 次の①～④については、自動融資の対象となりません。 

① 店頭での預金の払戻し（ＡＴＭでの預金の払戻しを除きます） 

② 当行からのお借入にかかる債務の返済（本取引の約定返済を含みます） 

③ 振込み（定額自動送金を含みます） 

④ 京都カードネオの利用代金やデビットカードによる決済資金等、当行所定外の口座振替請求 

 

＜例＞ ご返済用預金口座の普通預金残高：５万円 ，ＡＴＭで入力されたお引出し金額：１０万円 

⇒ 普通預金残高５万円はお支払されずに、本カードローン口座から１０万円を直接ご融資いたします 

＜例＞ ご返済用預金口座の普通預金残高：５万円，総合口座貸越の利用限度額：１０万円， ＡＴＭで入力されたお引出し金額：２０万円 

⇒ ①普通預金残高５万円のお支払 → ②総合口座貸越１０万円のお支払 → ③本カードローン口座から５万円をご融資 

いたします。 
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３．自動融資機能の停止について 

○ 自動融資機能の停止をご希望される場合には、お取引店までお申し出ください。  

○ 自動融資機能を停止された場合、本カードローンのお借入方法は、下表のとおり、当行の本カードローン対応機の「お

借入れ」キーからのお借入に制限されます（本カードローン未対応機および提携金融機関のＡＴＭでのお借入はできな

くなります）ので、ご注意ください。 

＜自動融資機能を停止された場合のお借入方法の制限＞ 

ＡＴＭ機種 

ＡＴＭ操作 

当行のＡＴＭ 提携金融機関 

のＡＴＭ 本カードローン対応機 本カードローン未対応機 

「お借入れ」キー 

からのお借入 

○ 

（お借入いただけます） 

× 

（お借入いただけません） 

× 

（お借入いただけません） 

「お引出し」キー 

からのお借入 

× 

（お借入いただけません） 

× 

（お借入いただけません） 

× 

（お借入いただけません） 

 

４．任意返済について 

○ 毎月の約定返済とは別に、ご希望の金額を随時にご返済される場合には、当行の本カードローン対応機の 

 「キャッシュカード一体型カードローン」キーを押下のうえ、「任意返済」キーからお手続きください。 

○ 店頭窓口でも任意返済いただけます。 

○ 当行の本カードローン対応機以外では、任意返済はできませんので、ご注意ください。 

○「お預入れ／ご返済キー」による入金取引につきましては、ご返済用預金口座（普通預金口座）へ入金されることとな

り、本カードローン口座へは入金（任意返済）されませんので、ご注意ください。 

ＡＴＭ機種 

ＡＴＭ操作 

当行のＡＴＭ 提携金融機関 

のＡＴＭ 本カードローン対応機 本カードローン未対応機 

「任意返済」キーを 

ご選択された場合 

本カードローン口座へ入金 

（任意返済）されます。 

× 

（お取扱いできません） 

× 

（お取扱いできません） 

「お預入れ/ご返済」キー 

をご選択された場合 

お預入れ金額のすべてが、ご返済用預金口座へ入金されます。 

（本カードローン口座へは入金されません。） 

 

５. 京銀アプリでのご利用について 

 ○ 京銀アプリで【貸越残高照会・入出金明細照会・契約内容照会・お借入れ・任意返済】のお取引をご利用いただけます。

ご利用にあたっては、京銀アプリをダウンロードの上、ご利用登録および本カードローン口座を「本人口座」へご登

録いただく必要がございます。 

※ご利用方法の詳細については、「京銀アプリ ご利用ガイド」にてご確認いただけます。 

「京銀アプリ ご利用ガイド」 https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kyoginapp/pdf/guide.pdf  

  ※なお、上記と同様のサービスは当行のインターネットバンキング（京銀ダイレクトバンキング）からもご利用いただけます。 

 

6．当行ATMの設置場所について 

○ 当行ATMの設置場所については、当行ホームページの「店舗・ＡＴＭのご案内」からご確認いただけます。 

 当行ホームページのアドレス  https://www.kyotobank.co.jp  

 

7．当行が契約している指定紛争解決機関について 

   当行が契約している 

   指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先 全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

以 上 


